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平成２４年度第１回 独立行政法人労働者健康福祉機構契約監視委員会〔概要〕

開催日時 平成２４年６月２１日（木）１４：１５～１６：３０

場 所 労働者健康福祉機構本部 会議室

委 員 田極春美（三菱 UFJ ﾘｻｰﾁ＆ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ（株）主任研究員）

竹内啓博（公認会計士）

山本 勲（慶應義塾大学商学部准教授）

海野哲也（独立行政法人労働者健康福祉機構監事）

東海直文（独立行政法人労働者健康福祉機構監事（非常勤））

審議対象 １．平成２４年２月から４月までに締結した契約の点検・見直しに

ついて

（１）競争性のない随意契約

（２）一者応札・応募の契約

２．平成２４年度第２四半期に係る調達予定案件の事前点検

３．平成２４年２月から３月までに締結した契約のうち２か年度連

続一者応札・応募案件に係る点検・見直しについて

議事概要 １．担当部局から、審議に当たっての事前説明を行い、委員会にお

ける審議方法について了承を得た。

（審議対象）

①平成２４年２月から４月までに締結した契約１，４８４件

のうち

競争性のない随意契約であったもの ３１６件

②平成２４年２月から４月までに締結した契約１，４８４件

のうち

一者応札・応募であったもの ４９７件

③平成２４年度第２四半期に係る調達予定案件２３５件のうち

新規案件 ２３２件

④平成２４年度第２四半期に係る調達予定案件２３５件のうち

前回一者応札・応募案件 ３件

※平成２４年２月から４月までに締結した契約１，４８４件のうち、

６７１件（１，４８４件－８１３件）については、競争性のある契約の

うち、複数応札及び不落・不調随契である。

⑤平成２４年２月から３月までに締結した契約のうち、

２か年度連続一者応札・応募案件 該当なし

（選定方法）

①審議案件の選定委員である竹内委員により審議対象別に説明

案件を選定

②竹内委員から選定に際してのポイントを説明(全会一致で了

承)

２．審議

（１）担当部局から、各審議案件についての概要説明

（２）委員からの意見・質問に対する担当部局からの回答等（別紙）



（別紙）

２

審議概要 １．選定ポイント

（１）競争性のない随意契約については、「随意契約によらざるを

得ない」案件を改めて検証する観点から、次の①から③の基準

により選定

①過去の契約監視委員会において「随意契約によらざるを得な

い」と判断された契約を除いたもの（調達内容が類似してい

るものについては代表例を選定）

②コスト削減の余地があるものとして、契約金額が高額なもの

③事前選定の場において、契約案件リストから選定委員により

任意に抽出されたもの

（２）一者応札・応募については、一般競争入札の主旨である経済

的効果を望める観点から、次の①から③の基準により選定

①コスト削減の余地があるものとして、契約金額が高額なもの

②落札率が１００％又は１００％に近いもの

③複数年契約であるもの

（３）新規調達予定案件については、予定する契約方式が入札（最

低価格落札方式）でないものを選定

（４）調達予定案件のうち前回一者応札・応募であった案件につい

ては、改善方策を審議

（５）その他

２．審議案件（上記１に基づき説明案件として２７件を選定）

（１）競争性のない随意契約（５件）

①平成２４年度診療報酬改定費用

②医事業務（入院窓口・地域医療連携・勤労者予防医療）

③遠隔画像診断サービス業務

④ＣＴ保守点検業務

⑤輸液ポンプ・シリンジポンプリース

（２）一者応札・応募（１件及び共通案件として５件をまとめて審

議）

①給食業務（５病院の契約をまとめて審議）

②医事課業務

（３）新規調達予定案件（契約方式について１３件）

①散瞳型眼底カメラシステム等、公募を予定する１１件

②一般撮影装置システム等、総合評価落札方式を予定する２件

（４）調達予定案件のうち前回一者応札・応募案件（３件）

①ジェネリック医薬品の共同購入

②看護衣等の購入

③空調機フィルター交換



（別紙）

３

（５）その他

３．審議内容（○委員 ●担当部局）

（１）競争性のない随意契約

①平成２４年度診療報酬改定費用

● ２年毎の診療報酬改定に伴うシステム改修費用は、保守

契約を組んでいれば、保守のパッケージに含まれているも

のであるが、当該病院では保守契約を組んでいないため、

単発で費用が発生している。

○ 安価に契約できており、その点について問題は認められ

ない。

○ 保守を組むか否かは、経済合理性の観点から個別に決定

していくことが必要である。

なお、保守を組む場合においては、契約に当たり、でき

るだけ競争性を追求されたい。

②医事業務（入院窓口・地域医療連携・勤労者予防医療）

● 病院と業務委託業者との間で契約形態を整理していく中

で業者側が辞退したことに伴う緊急随意契約である。

○ こうした事態が起こらないように、契約内容について普

段からチェックを怠らないことが必要である。

③遠隔画像診断サービス業務

● 放射線の読影医が不足しているため、従前の業者と契約

を更新したものである。

○ 同業他社の見積書を取り付けるなど、価格の検証がなさ

れていない。

○ 次年度の契約に当たっては競争性のある契約に移行され

たい。

● 病院にその旨指示することとしたい。

④ＣＴ保守点検業務

● 過去、公募を実施してもメーカーの一者応募となった案

件であり、再三価格交渉を行うも、メーカーからはこれ以

上価格を下げられないと説明を受けていた。今回、ＳＰＤ

業者を通して契約することで、価格削減が図られた。

○ 特殊な事例であり、他の保守契約全般に適用できるもの

ではないが、コストダウンを図ったことは評価できる。

⑤輸液ポンプ・シリンジポンプリース

● 病院としては、機構本部による共同リースに参加したも

のである。

○ 病院の判断については、特段問題は認められない。



（別紙）

４

○ 購入先を本部として決める場合は、価格削減等のメリッ

トや競争性確保との関係を整理した上で決定し、施設に対

して明確な指示を与えること。

（２）一者応札・応募

①給食業務（５病院の契約をまとめて審議）

○ 公告期間が１０日程度のものがあるが、その間に自社で

対応できる業務か判断できるのか疑問である。

○ 業者交替が可能かどうかという観点で入札を行う必要が

ある。公告時期・期間、周知方法、競争参加資格の妥当性、

仕様書の内容等について配慮されたい。

○ 今後、共通案件を審議する場合には、競争が図られた好

事例とも比較した方が情報として有益である。

● 了解した。給食という質が求められる業務の性質上、総

合評価落札方式を導入することが望まれるので、その観点

からも、適切な業者を選定できるように情報提供を行いた

い。

○ 総合評価落札方式の場合、入札準備が施設の負担になる

こともあるので、本部のサポートをお願いしたい。

②医事課業務

○ 本契約を含め、特定の業者の一者応札が多いことから、

医事課業務の契約に関しては、履行準備期間の確保等、競

争が働く環境作りに努めるべきである。

○ 同じ業者に集中しているが、この業者に何かあった場合

に業務を止めるわけにもいかないので、リスク回避の検討

はされているか。

● 過去になるべく分散するように指導した経緯はあるが、

病院として委託先が複数にまたがる場合、業務の指揮命令

が円滑に進まないという弊害も若干ある。

○ 同じ業者に集中しすぎると、コスト面で不利になるおそ

れがあることに加え、当該業者に何かあった際のリスクも

大きくなる。今後、リスク回避の方策を検討していくべき

ではないか。

また、契約内容についても改めて精査しておくことが求

められる。

（３）新規調達予定案件

①散瞳型眼底カメラシステム等、公募を予定する１１件

● 公募を予定する１１件のいずれも、業者が限定されるこ



（別紙）

５

とが予測されることから、競争性の有無を検証するために

事前確認公募を実施するものである。

○ 公募を実施することは妥当と考える。

②一般撮影装置システム等、総合評価落札方式を予定する２件

● 総合評価落札方式を予定する２件のいずれも、政府調達

に該当する４千７百万円以上の医療技術製品及びサービス

に関する調達であり、政府の取組として、総合評価落札方

式の実施が求められている。

○ 総合評価落札方式を実施することは妥当と考える。

（４）調達予定案件のうち前回一者応札・応募案件

①ジェネリック医薬品の共同購入

○ 直ちに改善は難しいと思われるが、改善方策に基づき実

施されたい。

②看護衣等の購入

○ 改善方策は妥当と判断する。

③空調機フィルター交換

○ 改善方策は妥当と判断する。

（５）その他

（特になし）

以上


